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居宅介護支援事業所とケアマネジャーのための

業務効率化＆ICT活用の具体策
■質の向上と効率化の両立を目指して

天晴れ介護サービス総合教育研究所 株式会社

代表取締役 榊原 宏昌

介護と介護事業の両輪から､その人らしい暮らしと人生を応援する！
｢学び｣｢共感｣｢モチベーション｣をもたらす研修シリーズ
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生産性向上ガイドラインより
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今日の学びをどう活かすか？

■個人レベル

■事業所レベル

■法人レベル
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【Point！】できるところから実践！
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講師プロフィール
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◎昭和52年、愛知県生まれ 介護福祉士、介護支援専門員

◎京都大学経済学部卒業後、平成12年、特別養護老人ホームに介護職として勤務

◎社会福祉法人、医療法人にて、生活相談員、グループホーム、居宅ケアマネジャー、

有料老人ホーム、小規模多機能等の管理者、新規開設、法人本部の実務に携わる

◎15年間の現場経験を経て､平成27年4月｢介護現場をよくする研究･活動｣を目的に独立

◎著書、雑誌連載多数。講演、コンサルティングは年間400回を超える

◎ブログ、facebook、毎朝5:55のライブ配信など毎日更新中

◎YouTubeや動画ライブラリーでは500本以上の動画を配信

◎介護と介護事業を守り､よくする！｢事業経営＆教育インフラ｣

リーダーズ･プログラム（年会費制）主催

◎4児の父、趣味はクラシック音楽、温泉＆サウナ、神社仏閣巡り

◎天晴れ介護サービス総合教育研究所 https://www.appare-kaigo.com/「天晴れ介護｣で検索

■日本福祉大学 社会福祉総合研修センター 兼任講師

■全国有料老人ホーム協会 研修委員 ■稲沢市 地域包括支援センター運営協議会委員

■7つの習慣®実践会 認定ファシリーテ―ター

■出版実績：中央法規出版、日総研出版、ナツメ社、その他10冊以上

■平成20年第21回ＧＥヘルスケア・エッセイ大賞にてアーリー・ヘルス賞を受賞

■榊原宏昌メールアドレス sakakibara1024@gmail.com
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介護と介護事業の両輪から
その人らしい暮らしと人生を応援する
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➢facebook、ブログ、YouTubeライブ等を毎日更新、情報発信
➢メルマガ（日刊:介護の名言、週刊:介護現場をよくする研究＆活動通信）
➢公式LINEでも毎日情報発信をしております
➢以上の情報はHP（｢天晴れ介護｣で検索）より、特典たくさんあります！
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天晴れ介護サービスの
ミッション･ビジョン･バリュー（MVV）
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■ミッション（使命）
◎介護と介護事業の両輪から

その人らしい暮らしと人生を応援する
◎｢介護はいい仕事だな」と思える専門職を

｢介護事業はいい事業だな」と思える経営者を
将来にわたり１人でも多くする

■ビジョン（理想の未来）
◎ケアする人がケアされる循環が当たり前の世界
◎人同士がお互いに学びあい、気持ちよく支えあう世界
◎誰もが「いい人生だなぁ」と思える世界
◎2065年、天晴れ介護サービス50周年（約90歳）には

みんな元気＆笑顔で、超高齢社会のピークを乗り切る
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ミッション･ビジョン･バリュー（MVV）
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■バリュー（提供する価値）

◎介護領域のリーダー＆パートナーとして、
国内外から必要とされる存在になる
（そうだ、天晴れさんに聞いてみよう！）

◎ケアする人がケアされる循環型社会
人が力を発揮して成果を上げる組織や仕組みを作るための
知恵を体系化＆インフラ化し、自らも実践・率先垂範する
（困ったら天晴れさんを見てみよう！）

◎介護と介護事業のプロと言える法人・人材を
将来に渡って輩出する
（天晴れだからこそできる仕事！）

天晴れ介護サービスの
ミッション･ビジョン･バリュー（MVV）

｢天晴れ｣の由来☞☞☞
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著書・雑誌連載
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内容Amazonランキング４部門１位！
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本日の内容
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居宅介護支援事業所とケアマネジャーのための

業務効率化＆ICT活用の具体策

～質の向上と効率化の両立を目指して～

・賃上げ補助金、処遇改善加算と

ケアプランデータ連携システム＆介護情報基盤

・モニタリング編

・支援経過記録編

・その他、連携業務等
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多様なニーズに対応した介護基盤の整備
制度の持続可能性の確保

３．その他の

継続
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内容賃上げ補助金
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1万円

5千円

4千円
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内容賃上げ補助金
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内容実施要綱
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要綱より：ケアプランデータ連携システムについて
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ケアプランデータ連携システム（厚生労働省がケアプランデータ連携システムと同

等の機能とセキュリティを有するシステムとして認めたものを含む。以下同じ。）

に加入していること。

ただし、基準月において、ケアプランデータ連携システムに加入していない場合で

あっても、申請時にケアプランデータ連携システムに加入している又はケアプラン

データ連携システムの加入を誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっ

ては、基準月からケアプランデータ連携システム加入しているものとして取り扱う

こととする。

なお、ケアプランデータ連携システムの加入を誓約した場合は、実績報告書におい

てケアプランデータ連携システムの加入について報告することとする。
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多様なニーズに対応した介護基盤の整備
制度の持続可能性の確保

３．その他の

継続
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ケアプランデータ連携システム、新たな介護情報基盤と統合へ

介護情報基盤ポータルサイトより
17
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ケアプランデータ連携システム、新たな介護情報基盤と統合へ

18

※介護のニュースサイトJOINT参照

システムが分かれていると、Webで双方を行き来する手間がかかって効率が悪い。
運用保守も含めて二重の経費を要し、コスト面の無駄も膨らんでしまう。システム
を統合すれば介護現場の利便性が上がるほか、国はランニングコストの軽減につな
げることができる。ケアプランデータ連携システムが統合された「介護情報基盤」
の運用は、来年度以降、準備が整った市町村から順次始まる見通し。厚労省は今回、
2028年4月1日までに全ての市町村で運用を開始できるようにしたいと説明した。

◆ 現場から無料化を求める声

会合では委員から、ケアプランデータ連携システムの無料化を求める声があがった。
日本介護支援専門員協会の小林広美副会長は、ケアプランデータ連携システムの1年
間の無料キャンペーンが6月から始まっていることを踏まえ、「介護情報基盤との統
合まで無料化を継続し、ケアプランデータ連携システムへの早期の加入を後押しし
てほしい。介護情報基盤への統合後も無料とするようお願いしたい」と要請。民間
介護事業推進委員会の山際淳代表委員も、「無料期間の継続、システム統合後の無
料化が必要」と呼びかけた。厚労省の関係者は会合後、介護現場の負担軽減に向け
て「今日の委員の意見を踏まえ、財政当局としっかり議論していく」と述べた。
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業務管理体制について
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厚生労働省 リーフレット
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職場環境等要件（改定：R7年度以降）
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内容

■ご登録頂いた方には
「運営指導対策
セミナー動画」を
プレゼント中です！

■職場の皆さんで
ご覧頂けたらと
思います（＾＾）

制度改正 速報＆解説セミナー動画
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多様なニーズに対応した介護基盤の整備
制度の持続可能性の確保

３．その他の

継続
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令和８年度介護報酬改定
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令和８年度介護報酬改定
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令和８年度介護報酬改定
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令和８年度介護報酬改定
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３ 訪問看護費

イ～リ （略）

ヌ 介護職員等処遇改善加算

注 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施して
いるものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、都道府県知事に対し、
老健局長が定める様式による届出を行った指定訪問看護事業所が、利用者に対し、
指定訪問看護を行った場合は、イからリまでにより算定した単位数の1000分の18
に相当する単位数を所定単位数に加算する。

※ 「別に厚生労働大臣が定める基準」＝厚生労働大臣が定める基準第十号の二【参
考９】

訪問看護･リハ･居宅介護支援
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次に掲げる基準のいずれか（※イorロ）に適合すること。

イ 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

⑴ 当該指定訪問看護事業所の職員の賃金改善について、賃金改善に要する費用の見込額が
介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該
計画に基づき適切な措置を講じていること。

⑵ 当該指定訪問看護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期
間及び実施方法その他の当該事業所の職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員等処
遇改善計画書を作成し、全ての職員に周知し、都道府県知事（※居宅介護支援は市町
村）に届け出ていること。

⑶ 介護職員等処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の
悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために当該事業所の職員
の賃金水準（本加算による賃金改善分を除く。）を見直すことはむを得ないが、その内
容について都道府県知事(※居宅介護支援は市町村）に届け出ること。

⑷ 当該指定訪問看護事業所において、事業年度ごとに当該事業所の職員の処遇改善に関す
る実績を都道府県知事(※居宅介護支援は市町村）に報告すること。

⑸ 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法、労働者災害補償保険法、最低賃
金法、労働安全衛生法、雇用保険法その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑
に処せられていないこと。

⑹ 当該指定訪問看護事業所において、労働保険料の納付が適正に行われていること。

訪問看護･リハ･居宅介護支援
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⑺次に掲げる基準のいずれにも適合すること。（※加算Ⅳに準ずる）

㈠ 当該指定訪問看護事業所の職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件
（当該指定訪問看護事業所の職員の賃金に関するものを含む。）を定めているこ
と。（※キャリアパス要件Ⅰ任用要件・賃金体系）

㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての職員に周知していること。

㈢ 当該指定訪問看護事業所の職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該
計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。（※キャリアパス要
件Ⅱ研修の実施等）

㈣ ㈢について、全ての当該指定訪問看護事業所の職員に周知していること。

⑻ ⑵の届出に係る計画の期間中に実施する職員の処遇改善の内容（賃金改善に関す
るものを除く。）及び当該職員の処遇改善に要する費用の見込額を全ての職員に
周知していること。

訪問看護･リハ･居宅介護支援
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業務管理体制について
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厚生労働省 リーフレット
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ロ 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

⑴ ケアプランデータ連携システムを利用していること。

⑵ 連携推進法人に所属していること。

訪問看護･リハ･居宅介護支援
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※要件の詳細や、職場環境等要件、令和８年度中の対応の誓約については「解釈通
知」で発出されるか？

【解釈通知】

(25) 介護職員等処遇改善加算について

介護職員等処遇改善加算の内容については、別途通知（「介護職員等処遇改善加算
等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」）を参
照すること。

指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療
養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の
額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (平成12年3月1
日 老企第36号)

最終改正:令和7年5月2日老高発0502第１号、老認発0502第１号、老老発0502第１
号

訪問看護･リハ･居宅介護支援
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業務管理体制について
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厚生労働省 リーフレット
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職場環境等要件（改定：R7年度以降）
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訪問看護･リハ･居宅介護支援
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本日の内容
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居宅介護支援事業所とケアマネジャーのための

業務効率化＆ICT活用の具体策

～質の向上と効率化の両立を目指して～

・賃上げ補助金、処遇改善加算と

ケアプランデータ連携システム＆介護情報基盤

・モニタリング編

・支援経過記録編

・その他、連携業務等
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今日の学びをどう活かすか？

■個人レベル

■事業所レベル

■法人レベル
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【Point！】できるところから実践！
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１．モニタリング

38

・世間話になってしまう

・ソフトに入っている様式が書きづらい

・支援経過に書くのも難しい

・訪問後、書くのが億劫で溜めがち

・溜まると精神衛生上よくない…
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モニタリング帳票（例）
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テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、以下のイからホに
掲げる事項について留意する必要がある。

イ 文書により利用者の同意を得る必要があり、その際には、利用者に対し、
テレビ電話装置等による面接のメリット及びデメリットを含め、具体的
な実施方法（居宅への訪問は２月に１回であること等）を懇切丁寧に説
明することが重要である。なお、利用者の認知機能が低下している場合
など、同意を得ることが困難と考えられる利用者については、後述のロ
の要件の観点からも、テレビ電話装置等を活用した面接の対象者として
想定されない。

ロ 利用者の心身の状況が安定していることを確認するに当たっては、主治
の医師等による医学的な観点からの意見や、以下に例示する事項等も踏
まえて、サービス担当者会議等において総合的に判断することが必要で
ある。

・ 介護者の状況の変化が無いこと。

・ 住環境に変化が無いこと（住宅改修による手すり設置やトイレの改修等
を含む）

・ サービス（保険外サービスも含む）の利用状況に変更が無いこと

居宅介護支援 モニタリング

40
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ハ テレビ電話装置等を活用して面接を行うに当たっては、利用者がテレビ
電話装置等を介して、利用者の居宅において対面で面接を行う場合と同
程度の応対ができる必要がある。なお、テレビ電話装置等の操作につい
ては、必ずしも利用者自身で行う必要はなく、家族等の介助者が操作を
行うことは差し支えない。

ニ テレビ電話装置等を活用して面接を行う場合、画面越しでは確認できな
い利用者の健康状態や住環境等の情報については、サービス事業所の担
当者からの情報提供により補完する必要がある。この点について、サー
ビス事業所の担当者の同意を得るとともに、サービス事業所の担当者の
過度な負担とならないよう、情報収集を依頼する項目や情報量について
は留意が必要である。

なお、サービス事業所の担当者に情報収集を依頼するに当たっては、別途
通知する「情報連携シート」を参考にされたい。※未発出

ホ 主治の医師、担当者その他の関係者の合意を得る方法としては、サービ
ス担当者会議のほか、利用者の通院や訪問診療への立会時における主治
の医師への意見照会や、サービス事業所の担当者との日頃の連絡調整の
際の意見照会も想定されるが、いずれの場合においても、合意に至るま
での過程を記録しておくことが必要である。

居宅介護支援 モニタリング

41
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Q&A vol.1より抜粋
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Q&A vol.1より抜粋
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Q&A vol.1より抜粋
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Q&A vol.1より抜粋
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Q&A vol.1より抜粋
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Q&A vol.1より抜粋
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Q&A vol.1より抜粋
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Q&A vol.3
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本日の内容
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本日の内容
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本日の内容
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本日の内容
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本日の内容
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■令和6年度介護報酬改定の資料より

人材の有効活用及び指定居宅サービス事業者等との連携促進によるケアマ
ネジメントの質の向上の観点から、以下の要件を設けた上で、テレビ電話
装置その他の情報通信機器を活用したモニタリングを可能とする見直しを
行う。

ア利用者の同意を得ること。

イサービス担当者会議等において、次に掲げる事項について主治医、担当者
その他の関係者の合意を得ていること。

ⅰ 利用者の状態が安定していること。

ⅱ 利用者がテレビ電話装置等を介して意思疎通ができること（家族のサ
ポートがある場合も含む）。

ⅲ テレビ電話装置等を活用したモニタリングでは収集できない情報につ
いて、他のサービス事業者との連携により情報を収集すること。

ウ少なくとも２月に１回（介護予防支援の場合は６月に１回）は利用者の居
宅を訪問すること。

オンラインモニタリングの説明

55
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利用者側のメリット･デメリット

56

デメリットメリット項目

訪問の方が話しやすい顔が見えるので話しやすい話しやすさ

途中聞こえにくいことがあった特に支障はなかった
確認してもらえて安心

聞きやすさ

意識が機械にいってしまった
何を言うかわからなくなった
会話のテンポがあいにくい

十分に伝えられた
普段と変わらない

意思表示

感情が伝わってこない
細かな相談ができない
話が深まらない

顔も見えて安心安心感

できるかもしれないが来てほしい
うまくできないと思う
できる家族が限られる

iPadならできる
慣れればできる
家族ならできる

機械の操作

やっぱり直接話したい
直接の方が安心感がある

内容は問題ないが、準備や操作が大変
そう
苦手意識がある、SNSは嫌い

負担ではない
2か月程度なら大きな変化もない
掃除などしなくてよいのはありがたい
遠方の家族だと助かる
日程や時間の融通がききやすい
ケアマネが楽な方で、時間短縮も大事

意向

厚生労働省の資料を参考に作成
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ケアマネジャー側のメリット･デメリット

57

デメリットメリット項目

姿勢や動きにより得られる身体状況の
変化が分かりにくい

家族の状況については、サービス事業
者からも聞けなかった

状態が落ち着いていれば十分

事前にサービス事業者から情報を得て
おり、しっかり聞き取りもできたため
支障はなかった

状態把握

緊張されていて、話し合いにはなりに
くかった

確認したいことだけ聞いて終わり、と
いう感じだった
話すタイミングが難しかった

通信状況が悪く、何度も切れてしまっ
た

十分に話を伺うことができた

本人が重度の場合、家族からの聞き取
りが多いため、オンラインでも十分に
話ができた

コミュニ
ケーション

家族が慣れていてスムーズだった機械の操作

厚生労働省の資料を参考に作成
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■実施する際の進め方の案

・訪問時にテレビ電話装置等を使ってみて、試しに実施する

・通常の毎月訪問の間に、練習として実施する

→慣れてきたら、2か月に1回はオンラインで実施する

・当然、状態の変化等ある際には、訪問に切り替える

・ケアマネジャー側も慣れてきてから、改めて検討する

私は、本書面により、事業者からオンラインモニタリングの実施に際し、説
明を受けました。

利用者氏名 （ ）

オンラインモニタリングの説明
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本日の内容

59

居宅介護支援事業所とケアマネジャーのための

業務効率化＆ICT活用の具体策

～質の向上と効率化の両立を目指して～

・賃上げ補助金、処遇改善加算と

ケアプランデータ連携システム＆介護情報基盤

・モニタリング編

・支援経過記録編

・その他、連携業務等
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２．支援経過記録

60

・何を書いたらよいか分からない

・必要な記載がない

・ダラダラ書いてしまう

・訪問後、書くのが億劫で溜めがち

・溜まると精神衛生上よくない…
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支援経過記録の例文

61

■契約等

長男より居宅介護支援の依頼あり

自宅訪問、本人、長男と面談

重要事項を説明し、契約を締結

重要事項説明書、契約書を交付

個人情報同意書を説明し、同意を頂く

課題分析を行う

■サービス担当者会議と居宅サービス計画の交付

自宅訪問、サービス担当者会議実施（別紙参照）

ケアプラン原案に同意を頂き、本人に一部交付

〇〇訪問介護事業所にケアプラン（第１～３表）と

令和〇年〇月分提供票、別表を交付

Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

支援経過記録の例文

62

■要介護認定申請代行

自宅訪問、長女の依頼により要介護認定申請代行を行う

■毎月の訪問：モニタリング、利用票交付

自宅訪問、本人、長男の嫁と面談

モニタリング実施（別紙参照）

令和〇年〇月分利用票、別表の同意を頂き、交付

■主治医への意見聴取

本人と長男が訪問看護の利用を希望しているため、

本人の同意を得て、主治医（〇〇医院〇〇医師）に対して

FAXを送信し意見を求めたところ、同日返信を受け、

〇月より週２回の訪問看護を利用について合意。
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支援経過記録の例文
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■入院に伴う連絡調整（入院時情報連携加算）

〇月〇日の入院に伴い、入院先の〇〇病院を訪問

ソーシャルワーカーの〇〇様と面談

入院時情報提供書（別紙参照）を手渡しする

■入院に伴う連絡調整（入院時情報連携加算）

〇月〇日の入院に伴い、入院先の〇〇病院に対して

FAXにて入院時情報提供書（別紙参照）を送信

同日、FAX受信確認の返信を受ける

■退院に伴う連絡調整（退院・退所加算）

入院先の〇〇病院を訪問

ソーシャルワーカーの〇〇様と面談

内容については退院・退所情報記録書（別紙）を参照

※その後の居宅サービス計画の作成も算定要件となっていることに注意
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生活支援記録法（F-SOAIP）

64

※逐語や叙述だと根拠や実践があいまいでダラダラ書きになりがち

※SOAPは問題点に対するアプローチに偏りがち

F（着目点ごとに）

S（本人・家族の言葉）

O（客観情報）

A（分析・判断）

I （実践・提案）

（S：本人・家族の言葉）

P（当面の計画）
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生活支援記録法（F-SOAIP）

65

妻の介護負担軽減の必要性F

妻より電話あり

「夜間の排泄ケアで十分に睡眠がとれず、疲れがたまっている。少し休む時間
がほしい」
本人「1人でトイレに行くと、転んで失敗することが増えてきた」

S

ここ2週間、夜間のトイレ介助が必要になっている
毎日0時と4時に妻が介助を行っている

O

数日のショートステイの利用が有効と考えるA

ショートステイについての説明と、以下の事業所について説明する
〇〇ショート（現在のデイ併設）
△△ショート（特養併設、ユニット型）
□□ショート（老健併設、リハビリあり）

I

妻「〇〇ショートをお願いしたい」
本人「妻も休ませたい。以前のように自分でトイレに行けるようにしたい」

(S)

まずはレスパイト目的で〇〇ショートの利用について連絡調整することとするP
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生活支援記録法（F-SOAIP）

66

■生活支援記録メモ

F（着目点）

S（本人・家族）

O（客観情報）

A（分析・判断）

I （実践・提案）

（S：本人・家族）

P（当面の計画）
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本日の内容
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居宅介護支援事業所とケアマネジャーのための

業務効率化＆ICT活用の具体策

～質の向上と効率化の両立を目指して～

・賃上げ補助金、処遇改善加算と

ケアプランデータ連携システム＆介護情報基盤

・モニタリング編

・支援経過記録編

・その他、連携業務等
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３．その他の連携業務等

68

・個人プレイになりがち

・自己流になりがち

（他CMの業務を見る機会がない）

・事業所内で方法を共有する機会がない

・１人で悩む……

・電話やFAXでの調整業務に追われる…
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電話連絡

69

デメリットメリット

・相手の仕事を中断させ、時間を
奪ってしまう

・一対一で話すため、複数の相手に
同じ用件を伝えにくい

・伝達できる情報量が少なく正しく
伝えにくい

・記録を残せない
・複数人とコミュニケーションがと

れない
・電話対応が多いことによるストレ

ス増加（折り返しで不在も多い）
・通話料が高い

・文章を作成する手間が省ける
・込み入った内容や細かいニュアン

スを伝えやすい
・相手の反応や温度感を探れる
・すぐに返事がもらえる
・迅速な対応ができる
・社会的な信頼性のために電話を設

置する会社もある

Google AI 参照
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チャットなどのSNS

70

デメリットメリット

・インターネット接続が必要
・端末によっては添付ファイルを閲

覧できない
・誤送信、情報流出のリスク
・社内教育コストが発生する
・複数ツールの併用により業務効率

が低下する
・対面コミュニケーションが減る
・無駄なコミュニケーションが増加
・情報量が増える
・休日、夜間問わず連絡が来るよう

になる

・文字、画像、動画、音声その他
様々な情報を添付できる。

・様々な端末で送受信可能。
・相手の都合を気にせず送受信可能
・個別、1対複数への情報伝達が可能
・双方向の情報伝達
・SNS によって既読機能あり

Google AI 参照
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ICTの活用、連携の要として
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・事業所内から

→取り扱いのルールも必要になるか

→個人情報、休日や時間外の際の扱い（送る時間の配慮も）

・法人内で

・地域へ
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ICTの活用、連携の要として

72

 法人内チャットアプリの活用（法人スマホがよい）

 連絡調整・情報共有がスムーズにできる

 普段から使用するので、緊急時にも活用しやすい

 休みの日にも連絡が来るなど、課題はあるためルールが必要

（※以下は、居宅介護支援における外部連携での活用事例）

 居宅、主治医、訪看、デイが一つのチャットアプリを共有
利用者ごとの「グループ」を作る、法人内から進めているところも

 連絡調整・情報共有がスムーズにできて、懸案である医療介護連携も進む

 課題はそのアプリの共有と、個人情報保護か？（アプリ会社と連携）
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人口減少・サービス需要の変化に応じた
サービス提供体制の構築（介護保険部会より）

（大都市部・一般市等）

●サービス需要が急増する大都市部においては、増加する介護ニーズに応える仕組み

を検討する必要がある。ＩＣＴやＡＩ技術も活用し、24時間365日の見守りを前提と

して、緊急時や利用者のニーズに応える効率的かつ包括的なサービス提供の在り方を

検討することも考えられる。

●一般市等においては、既存の介護資源等を有効活用しながら、需給の変化に応じて、

サービスを過不足なく確保することが必要である。

●「大都市部」や「一般市等」においても、既に、中山間地域や人口減少エリアを抱

えている地域もある。さらに、近い将来に「中山間・人口減少地域」になることを見

越して、早い段階から準備を進め、必要に応じた柔軟な対応を図っていく必要がある。

73
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ある法人での取り組み

74

■ノー残業デイを作る

→全員一斉でなく、個人ごとでもOK

■事業所内での業務のルール化

→いちいち迷わないように、迷うことは非効率を生む

→本来悩むべき問題に時間を使えるようにする

■整理整頓、複数担当制

→１人で抱え込まない、チームで担当する体制

→初回訪問を必ず２名で行くと決めている法人もある

■集中タイムの設定

→２時間程度、書類仕事に集中する時間を作る

→他の人で電話対応、来客対応など行う、交替で集中タイムを設定する

■事務職員の活用なども
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地域ケア会議のテーマ例

75

１．老老介護

２．サービス拒否

３．遠距離介護

４．男性介護者

５．苦情、クレーム

６．介護離職

７．障害児・者と同居している高齢者

８．移動困難

９．買い物弱者

10．高齢者ドライバー

11．交通トラブル

12．近隣トラブル

13．ゴミ屋敷

14．認知症

15．若年性認知症

16．精神疾患

17．ひきこもり

18．生活困窮世帯

19．介護虐待

20．消費者トラブル

21．軽犯罪高齢者

22．矯正施設出所者

23．過疎地域

24．災害弱者

25．居住系施設

26．【介護予防】転倒・骨折、関節疾患

27．【介護予防】低栄養・脱水

28．【介護予防】高次脳機能障害

29．【介護予防】経度認知障害・認知症

30．【介護予防】閉じこもり高齢者

Copyright (c) hiromasa sakakibara.All rights reserved.

ＡＩケアプランについて

76

https://www.appare-kaigo.jp/17706730721783
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本日の内容

77

居宅介護支援事業所とケアマネジャーのための

業務効率化＆ICT活用の具体策

～質の向上と効率化の両立を目指して～

・賃上げ補助金、処遇改善加算と

ケアプランデータ連携システム＆介護情報基盤

・モニタリング編

・支援経過記録編

・その他、連携業務等
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今日の学びをどう活かすか？

■個人レベル

■事業所レベル

■法人レベル

78

【Point！】できるところから実践！
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本日の内容

■意見交換（１で１周、２で１周）

１．自己紹介（お名前、所属、職種、立場）

２．ここまでのお話を聞いて、意見交換

その後、いくつかのグループより発表して頂きます

ご質問も大歓迎です！

79
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継続的な学習の重要性！

80

■成長のために

・ギャップを埋める＆強みを活かす

・時間とエネルギーをかけた分だけ成長する

・よい情報を浴び続ける、そういう環境に身を置く

・成長は螺旋階段、その時々で受け取るものも違う

・ミラーニューロン効果（思考･行動に影響､時間差で効果！）､感度が高まる

・知れば知るほど分からないことが増える、知りたいことが増える

・学びが理想をつくり、理想が学びを生む

■メンテナンスのために

・いつも良い状態を保てるとは限らない……。

・定期的に軌道修正させてくれる、人・環境の存在が必要

■自分自身、そしてチームワーク

・シャンパンタワー：自分が満ち足りて、人を満たすことができる

・研修はチームで参加､普段は話さないことも話す､施設を越えた連携
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継続的な学習の機会を持つために

81

動画
オンライン
研修

対面
研修

影響力・インパクト

回数・頻度

習慣化 ＝ インパクト × 回数
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内容介護現場をよくするライブラリー
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居宅・訪問系
地域密着デイ等
小規模事業者向け

上記以外の
法人様向け

個別コンサル
ティングを
ご希望の方
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内容

■ご登録頂いた方には
「運営指導対策
セミナー動画」を
プレゼント中です！

■職場の皆さんで
ご覧頂けたらと
思います（＾＾）

制度改正 速報＆解説セミナー動画
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内容ケアマネジャー用の各種シート
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内容こちらも是非ご覧くださいませ！
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本日の内容
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居宅介護支援事業所とケアマネジャーのための

業務効率化＆ICT活用の具体策

～質の向上と効率化の両立を目指して～

・賃上げ補助金、処遇改善加算と

ケアプランデータ連携システム＆介護情報基盤

・モニタリング編

・支援経過記録編

・その他、連携業務等
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ケアマネジャー向け研修


